
風評税制 利用者の声

問い合わせ先：福島県企画調整部風評・風化戦略室
TEL：024-521-1129 E-mail： fuhyosenryaku@pref.fukushima.lg.jp
URL：https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-tokusoho1070.html

▶風評税制を活用したきっかけ

▶ 風評税制の効果 ▶ 風評税制を活用した感想

【農林水産業】
震災後、福島県産農産物の買い控えが起き、現在まで取引が再開されていない遠方の取引先もあります。
震災の影響を受けた経営を改善するため、従来のものより燃費が良い農業用設備の新規導入と業務用車庫の新設を計画し、

金融機関に融資の相談をしたところ、当制度の紹介がありました。
福島県産農林水産物等の付加価値向上に繋がる設備投資が対象になるため、利用しました。

【観光業】
震災後、観光客数が減少したことで、客室の稼働率が下がり、生産性が低下していました。
震災の影響を受けた経営を改善するため、旅館の新館新築などによる当施設の魅力増進を計画していたところ、市役所職員

より当制度の紹介がありました。
観光誘客・交流の促進に繋がる設備投資と、この取組に従事する被災者等雇用が対象になるため、利用しました。

●固定資産税の課税免除を活用しました。課税の特例で浮い
た資金は、導入した機械の管理費用などに回しています。黒
字化したら、法人税の免除も併せて活用したいです。

●申請手続きに当たっては、地方振興局企画商工部の担当者
をはじめとする関係各位に丁寧に対応していただいたため、
特に苦労はありませんでした 。

●不動産取得税の課税免除を活用しました。少しでもキャッ
シュが残るのは助かりました。生産に集中できるほか、様々
な資材高騰に対応しています。

●法人税の特別償却を活用しました。課税の特例で浮いた資
金で、施設の修繕などを行っています。

●設備投資の費用を支払う時点で考えるのではなく、決算時
の課税免除後まで長期的に考えると、支出が抑えられるため、
有用な制度だと思います。
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